
 

Ⅳ 関東森林管理局仕様書 

 

１ 総  則 

 

（１）この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。）は、請負実施に係わる

造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な

事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。 

 

（２）これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものと

する。 

 

（３）特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 

 

 

 

24 松くい虫防除事業（樹幹注入） 

 

(１) 予定木 

予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。ま

た、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおり

である。 

 

(２)資格要件 

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。 

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者 

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー 

③ 緑の安全管理士 

④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業) 

⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要) 

⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又

は適切な研修を受講した者 

 

(３)使用薬剤等 

① 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。 

ア 薬効期間が５年以上保証されているものであること。 

イ 品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。 

ウ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。 

エ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。 



オ 自然圧又は加圧式で短時間に注入できる構造をもったものであること。 

② 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明す

る書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式 U11-1)を、監督職員に提出し、承諾を

得ること。 

③ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示によ

る。 

④ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。 

ア 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。 

イ 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。 

ウ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事

故の未然防止に努めること。 

 

(４)作業手順及び留意点 

① 健全性の再チェック、注入量の決定 

ア 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当

該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けるこ

と。 

イ 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対

象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。 

② 孔あけ 

ア 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。 

イ 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上 50 ㎝以下、２回目以降は順次そ

れ以上とし、１箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。

ただし、大きな節や枝の直 下等は避けるようにすることとする。 

ウ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。 

エ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口

部分にささくれができないように丁寧に開けること。 

オ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出るこ

と。 

③ 注入(小容器使用の場合) 

ア 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。 

イ ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔に

も薬液を満たしておく。 

ウ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。 

エ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開け

る。 

④ 注入(大型容器使用の場合) 

ア １本に５本以上小容器を注入しなければならない樹については、孔の数を少なく

するために極力大型容器を使用することとする。 

イ 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元



までしっかり差し込むこと。 

ウ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。 

⑤ 設置後のチェックと打ち換え 

ア 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底ぶたが外れているか)及びノズルキャ

ップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればや

り直す。 

イ チェックは容器設置後約 30 分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち

等で開けた 小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。この場合、縦の

直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。薬剤内にヤニが入

っている場合は濾紙で濾してから使用すること。 

⑥ 注入後の注入孔の処置 

ア 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状

の殺菌癒合 剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないように

する。 

イ 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。この場合、コルク栓は形成層にかからないよ

うに粗皮の部分に浅く挿入すること。 

⑦ 容器の回収 

空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚

染を生じさせないように適切に処分すること。 

 

(５)実施状況の記録 

実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。 

① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があ

った場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるもの

とする。 

② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集

計する。 

 

(６)完了の報告等 

業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材

積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を

添付して、速やかに監督職員に提出することとする。 


